
いいえ 

いいえ 

いいえ 

備考：講習申込受付は、先着順になりますので、希望者が多い場合は受講日を変更していただく場合があります。 

申込後に講習日を変更する場合や講習を欠席する場合又は受講する責任者を変更する場合は、必ず暴追センターに電話連絡をお願いします。 

各様式は、暴追センター（正式名：公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター）ＨＰに掲載又は警察署に備え付けされています。 

「ｅ－Ｇｏｖポータルサイト」のアドレス･･･https://shinsei.e-gov.go.jp 

暴追センター･･･ＨＰアドレス：http://www.botsui-fukushima.jp、メールアドレス：fukushima01@botsui-fukushima.jp、TEL：024-572-6960、FAX： 024-572-6961 

不 当 要 求 防 止 責 任 者 講 習 受 講 申 込 の 方 法 （ 事 前 申 込 必 要 ） 

 

 

 

所轄の警察署に 

「責任者選任届出書」 

を書面提出する 

ｅ－Ｇｏｖポータルサイト 

から「責任者選任届出書」 

を電子申請する 

は い 

は い 

所轄の警察署に来署可能である 

（平日 9:00～16:00・刑事課又は刑事第二課） 

所轄の警察署に来署可能である 

（平日 9:00～16:00・刑事課又は刑事第二課） 

 

 

 

いいえ は い 

 

いいえ 

所轄の警察署に 

「責任者選任届出書」 

「責任者講習受講申込書」 

を書面提出する 

は い 

 

 

講   習   受   講  （  筆  記  用  具  持  参  ） 

「責任者選任届出書」を届出済み 

または届出内容に変更が無い 

所轄の警察署に 

「責任者講習受講申込書」 

を書面提出する 

「責任者講習受講申込書（返信用はがき）」 

を２週間以内に返送する 

は い 

所轄の警察署に来署可能である 

（平日 9:00～16:00・刑事課又は刑事第二課） 

 

 

 

いいえ 

「責任者講習通知書（往復はがき）」の 

記載（届出）内容に変更が無い 

暴追センターに 

「責任者講習受講申込書」を 

メールまたはＦＡＸで送信する 

福島県公安委員会から「責任者講習通知書（往復はがき）」が事業所に届いている 

対象者：責任者選任届出書の届出から概ね１年以内または３年前に講習を受講された責任者（遅れる場合も有り） 
送付時期：講習日の約１ヶ月前に送付 

講習受講希望日は、

福島県暴追センターＨ
Ｐの「講習実施計画表」
の講習日程を参考に選

定してください。 
新年度の講習日程は

４月初旬、うち弁護士

による講義日は５月中
旬に暴追センターＨＰ
に掲載予定です。 

ｅ－Ｇｏｖポータルサイトから

「責任者選任届出書」 

「責任者講習受講申込書」 

を電子申請する 

 

は い 

 
ｅ－Ｇｏｖポータルサイトから 

「責任者講習受講申込書」 

の電子申請が可能である 

は い いいえ 

電子申請する 


